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本
年
四
月
、
超
党
派
の
議
員
立
法
に
よ
り
「
有
人
国
境
離
島
特
措
法
」
が
制
定
・
公
布
さ

れ
た
。
領
海
や
排
他
的
経
済
水
域
の
保
全
な
ど
、
国
境
域
離
島
が
果
た
し
て
い
る
重
要
な
役

割
に
鑑
み
、
保
全
や
地
域
社
会
維
持
な
ど
各
種
方
策
を
講
じ
る
根
拠
と
な
る
新
法
で
あ
る
。

条
文
に
は
航
路
・
航
空
路
運
賃
の
低
廉
化
や
雇
用
機
会
の
拡
充
な
ど
、
こ
れ
ま
で
強
い
逆
風

に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
国
境
離
島
地
域
へ
の
特
別
配
慮
や
措
置
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

本
特
集
で
は
、
新
法
に
対
す
る
離
島
側
の
期
待
、
立
法
者
の
制
定
に
か
け
る
思
い
や
理
念
、

法
律
条
文
を
掲
載
す
る
。

22
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な
お
本
法
は
、
内
閣
府
に
移
管
さ
れ
る
総
合
海
洋
政
策
推
進
事
務

局
（
現
・
内
閣
官
房
総
合
海
洋
政
策
本
部
事
務
局
）
が
事
務
を
所
掌
し
、

一
〇
年
間
の
時
限
立
法
と
し
て
平
成
二
九
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

●
法
制
定
に
い
た
る
経
緯

　

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
四
年
六
月
に
改
正
延

長
さ
れ
た
離
島
振
興
法
の
附
則
第
六
条（
※
）が

具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。
附
則
に
明
記
さ
れ

て
い
る
「
特
に
重
要
な
役
割
」
と
は
、
国
境
に

接
す
る
、
多
く
の
海
底
資
源
を
有
す
る
、
国
際

的
・
地
政
学
的
に
重
要
な
位
置
に
あ
る
、
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
要
件
が
想
定
さ
れ
、「
必
要
な
措

置
」
と
し
て
新
た
な
法
律
の
制
定
が
見
込
ま
れ

て
い
ま
し
た
。

●
離
島
の
期
待
を
集
め
る
新
し
い
法
律

　

超
党
派
の
議
員
立
法
と
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
有
人
国
境

離
島
特
措
法
（
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保
全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域

に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
特
別
措
置
法
）
は
、
平
成
二
八
年
四
月

二
〇
日
、
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数
で
可
決
成
立
、
四
月

二
七
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
国
境
離
島
地
域
の
あ
る
べ

き
姿
を
見
据
え
て
本
法
の
制
定
を
導
か
れ
た
自
由
民
主
党
の
谷
川
弥

一
離
島
振
興
特
別
委
員
長
に
心
よ
り
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
日
ま
で
わ
が
国
で
は
、
離
島
振
興
法
を
は
じ
め
、
奄
美
・
小
笠

原
・
沖
縄
の
各
特
措
法
に
よ
り
永
く
離
島
の
振
興
が
図
ら
れ
て
き
ま

し
た
が
、
本
法
の
制
定
に
よ
り
、
現
行
四
法
と
は
対
象
と
目
的
を
異

に
す
る
「
保
全
」「
地
域
社
会
維
持
」
の
根
拠
が
新
た
に
担
保
さ
れ
、

今
後
は
国
の
責
務
に
よ
っ
て
総
合
的
な
離
島
施
策
が
講
じ
ら
れ
る
も

の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

有
人
国
境
離
島
法
への
期
待

全
国
離
島
振
興
協
議
会
会
長　

白
川 

博
一

昭
和
25
年
長
崎
県
壱
岐
市
芦
辺
町
生
ま
れ
。
同

46
年
旧
芦
辺
町
役
場
入
庁
。
平
成
15
年
か
ら
旧

芦
辺
町
長
、同
20
年
に
壱
岐
市
長
就
任（
現
在
3

期
目
）。
同
24
年
5
月
か
ら
全
国
離
島
振
興
協
議

会
会
長
、公
益
財
団
法
人
日
本
離
島
セ
ン
タ
ー

理
事
長
を
務
め
る
。

※離島振興法　附則第六条
（特に重要な役割を担う離島の保全及び振興に関する検討）
　国は、速やかに、我が国の領域、排他的経済水域等の保
全等我が国の安全並びに海洋資源の確保及び利用を図る
上で特に重要な離島について、その保全及び振興に関す
る特別の措置について検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。�
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こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
同
年
一
一
月
に
「
特
定
国
境
離
島
保
全
・
振

興
特
措
法
案
」
が
議
員
立
法
で
参
議
院
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
衆

議
院
解
散
に
よ
り
廃
案
。
翌
二
五
年
度
か
ら
二
六
年
度
に
か
け
て
自

由
民
主
党
内
で
あ
ら
た
め
て
法
案
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

二
七
年
度
か
ら
国
会
提
出
に
向
け
て
の
動
き
が
本
格
化
し
て
法
案
協

議
が
重
ね
ら
れ
、
与
党
で
は
八
月
下
旬
に
そ
れ
ぞ
れ
法
案
を
了
承
し

て
党
内
手
続
き
が
完
了
。
第
一
八
九
回
国
会
期
間
内
の
成
立
が
企
図

さ
れ
た
も
の
の
、
会
期
末
ま
で
に
審
議
が
な
さ
れ
る
見
込
み
が
立
た

ず
、
法
案
の
提
出
は
見
送
ら
れ
ま
し
た
。

　

再
度
、
平
成
二
八
年
一
月
か
ら
始
ま
っ
た
第
一
九
〇
回
国
会
に
お

け
る
成
立
を
期
し
、
二
月
に
民
主
党
（
現
民
進
党
）
と
維
新
の
党
が

法
案
を
了
承
、
三
月
上
旬
の
与
野
党
実
務
者
協
議
で
共
同
提
案
が
了

承
さ
れ
、
三
月
一
八
日
に
法
案
が
衆
議
院
に
超
党
派
の
議
員
提
案

（
一
六
名
）
で
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
四
月
六
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会

（
全
会
一
致
で
可
決
）、
八
日
の
同
院
本
会
議
（
同
）、
一
九
日
の
参
議
院

内
閣
委
員
会
（
賛
成
多
数
で
可
決
）
を
経
て
、
翌
二
〇
日
の
同
院
本
会

議
に
て
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
、
法
案
提
出
か
ら
は
約
一
カ
月
、
離

島
振
興
法
の
改
正
か
ら
は
約
四
年
を
経
て
よ
う
や
く
成
立
の
運
び
と

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
全
国
離
島
振
興
協
議
会
で
は
、
関
係
市
町
村
の
大
き
な

期
待
を
背
に
、「
特
に
重
要
な
役
割
を
担
う
離
島
の
保
全
及
び
振
興
」

を
特
別
決
議
し
、
政
府
・
国
会
に
対
し
法
制
定
の
早
期
実
現
に
つ
い

て
要
望
活
動
を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

●
新
法
へ
の
期
待
と
課
題

　

本
法
は
、
国
境
地
域
に
位
置
す
る
離
島
が
持
つ
領
海
・
排
他
的
経

済
水
域
保
全
な
ど
の
活
動
拠
点
機
能
維
持
を
旨
と
す
る
も
の
で
、
領

海
基
線
を
有
す
る
離
島
（
そ
れ
ら
と
一
体
と
認
め
ら
れ
る
離
島
を
含
む
）

の
う
ち
の
現
に
日
本
国
民
が
居
住
す
る
離
島
で
構
成
す
る
地
域
を

「
有
人
国
境
離
島
地
域
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
地
域
社
会
維
持

の
上
で
居
住
環
境
整
備
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
「
特
定

有
人
国
境
離
島
地
域
」
と
定
め
て
い
ま
す
（
計
七
一
島
で
構
成
、
本
則

に
別
表
と
し
て
明
記
）。「
有
人
国
境
離
島
地
域
」
に
つ
い
て
は
「
保
全
」

施
策
（
国
に
よ
る
行
政
機
関
設
置
や
土
地
の
買
取
り
ほ
か
）、「
特
定
有
人
国

境
離
島
地
域
」
に
つ
い
て
は
保
全
に
加
え
て
「
地
域
社
会
維
持
」
施

策
（
航
路
・
航
空
路
の
運
賃
低
廉
化
、
雇
用
機
会
の
拡
充
ほ
か
）
を
講
ず
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

特
筆
す
べ
き
点
は
、特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
講
じ
ら
れ
る「
地

域
社
会
維
持
」
施
策
の
う
ち
、「
航
路
・
航
空
路
運
賃
低
廉
化
」「
生
活
・

事
業
物
資
費
用
の
負
担
軽
減
」「
雇
用
機
会
の
拡
充
」
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
国
境
離
島
以
外
の
島
々
を
含
め
て
永
年
の
懸
案
と
な

っ
て
き
た
共
通
課
題
で
す
。
と
り
わ
け
航
路
・
航
空
路
は
海
上
国
道

に
も
等
し
い
離
島
の
生
命
線
で
あ
り
、
今
日
ま
で
離
島
住
民
は
、
通

院
や
通
学
、
買
い
物
な
ど
生
活
上
必
要
な
移
動
で
あ
っ
て
も
本
土
側

に
数
倍
す
る
負
担
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
航
路
運
賃
は

Ｊ
Ｒ
の
キ
ロ
単
価
並
み
の
引
き
下
げ
を
目
指
し
て
、
そ
の
実
現
に
大
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き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
住
民
の
利
便
性
向
上
と
交
流
人
口

の
増
加
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
貨
物
輸
送
料
金
の
引
き

下
げ
と
、
生
活
・
事
業
物
資
費
用
の
負
担
軽
減
策
も
同
様
で
す
。

　

雇
用
機
会
の
拡
充
に
は
、
起
業
や
創
業
、
事
業
拡
大
に
つ
い
て
の

費
用
の
負
担
軽
減
、
人
材
育
成
の
た
め
の
職
業
訓
練
の
実
施
な
ど
が

明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
就
業
の
場
の
創
出
と
雇
用
の
確
保
こ
そ
が
離

島
の
振
興
を
支
え
る
と
い
う
長
期
的
な
戦
略
の
も
と
、
離
島
側
も
大

い
に
知
恵
を
出
し
、
実
効
性
あ
る
施
策
に
つ
な
げ
て
い
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

ほ
か
に
も
、
安
定
的
な
漁
業
経
営
の
確
保
な
ど
、
国
境
離
島
の
抱

え
る
共
通
課
題
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
施
策
展
開
が
期
待
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

今
後
、
内
閣
総
理
大
臣
が
「
基
本
方
針
」
を
定
め
、
特
定
有
人
国

境
地
域
を
有
す
る
都
道
県
が
そ
の
基
本
方
針
に
基
づ
い
て
「
地
域
社

会
維
持
計
画
」
を
策
定
し
、
平
成
二
九
年
度
か
ら
従
来
の
離
島
振
興

施
策
と
は
別
枠
で
事
業
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
具
体

的
な
予
算
確
保
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

新
法
を
所
管
す
る
総
合
海
洋
政
策
本
部
事
務
局
で
は
、
本
年
五
月

以
降
、
関
係
省
庁
や
関
係
都
道
県
と
の
連
絡
会
議
を
開
催
し
、
す
で

に
都
道
県
で
は
関
係
市
町
村
と
と
も
に
計
画
策
定
に
向
け
た
作
業
に

取
り
組
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

新
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
新
し
い
施
策
の
実
施
予
算
を
確
保
で
き
る

か
否
か
は
、
各
離
島
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
て
創
意
工
夫
を
凝
ら
し

た
計
画
策
定
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
は
、
関
係
自
治
体
と
と
も
に
十
分
な
予
算
を
確
保
で
き
る
よ
う
、

関
係
各
位
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
さ
ら
に
努
力
を
重
ね
た
い
と
存
じ

ま
す
。

　

ま
た
、
本
法
の
成
立
を
契
機
と
し
て
、
国
境
離
島
以
外
の
離
島
、

と
り
わ
け
内
海
に
位
置
す
る
離
島
を
含
め
た
、
ソ
フ
ト
支
援
型
施
策

の
拡
充
な
ど
離
島
施
策
全
体
の
底
上
げ
を
図
っ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
全
国
離
島
の
力
を
結
集
し
、
打
っ
て
一
丸
と
な
っ
て
、
医
療
・

福
祉
の
確
保
や
教
育
の
拡
充
を
は
じ
め
、
と
り
わ
け
積
年
の
懸
案
で

あ
る
離
島
航
路
・
航
空
路
政
策
の
抜
本
改
善
に
つ
い
て
も
、
新
法
の

制
定
も
視
野
に
入
れ
て
し
っ
か
り
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

●

　

今
回
の
特
集
で
は
、
本
法
の
制
定
に
た
い
へ
ん
な
ご
努
力
を
い
た

だ
い
た
自
由
民
主
党
の
谷
川
弥
一
離
島
振
興
特
別
委
員
長
に
、
離
島

振
興
に
か
け
る
思
い
や
新
法
の
理
念
、
各
施
策
の
狙
い
な
ど
を
ご
披

露
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
大
要
を
把
握

で
き
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
谷
川
委
員
長
は
じ
め
、
国
境
離
島
地
域

の
現
状
と
意
向
を
し
っ
か
り
汲
み
上
げ
て
法
制
定
に
お
骨
折
り
を
い

た
だ
い
た
関
係
国
会
議
員
各
位
、
関
係
府
省
庁
の
方
々
、
関
係
都
道

県
・
市
町
村
の
皆
様
の
長
年
に
わ
た
る
ご
尽
力
に
対
し
、
重
ね
て
心

よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。�

■




